
 

 

 

新保育園が完成しました  

新保育園が完成し、大阪府と市の担当課

により施設の現地確認が行われました。  

施設については基準を満たしており適正

であるとされましたが、子どもを預かる施

設として安全性を高めるために改善すべき

点が一部にあり、手直し工事が行われてい

ます。 

翌日の 20 日には、竣工式と在園児の保

護者説明会が開催されました。  

 竣工式には、法人や工事の関係者などが

参加され、新みどり保育園の完成を祝いま

した。 

 午後開催された説明会には多くの保護者

におこしいただき、ホールで新保育園の保

育内容などを説明したあと、各クラスにわ

かれて担当職員の紹介などを行いました。  

 3 月 24 日には、新入園児の保護者説明会

も開催されました。  

 

第 12 回三者協議会を開催しました 

3 月 22 日（木）に、今年度最後となる第

12 回三者協議会を開催しました。今回の協

議内容は次のとおりです。 

１）今後の三者協議会の開催について 

・新年度からの三者協議会保護者委員は、

保護者アンケートをもとに、委員予定者

を決めていきます。 

・次回協議会は、新・旧両委員に出席して

いただき、4 月の最終週に引継ぎを兼ね

て開催する方向で、日程を調整すること

になりました。 

２）竣工式、説明会に参加されて設備等に

ついて気になった点などについて、ご意

見をいただきました。 

・2 歳児のくつ箱が小さく、大きいサイズ

の靴が入らない。 

→園庭に出るときのことを考えて可搬式

のくつ箱にしましたが、通常のくつ箱

に余裕があるので、そちらに入れても

らうようにします。 

・説明会の時に玩具の箱が窓のそばに置い

てあり、転落の危険があった。  

→説明会のスペースを確保する時に不注

意で窓の近くに置いてしまった。すで

に箱は移動し、職員には周知徹底しま

した。 

・午後の間食について、手作りおやつは週

3 回に減るのですか。 

→説明資料では週 3 回以上と表現しまし

たが、実際にはほぼ毎日手作りおやつ

となります。（季節の果物になる場合も

あります） 

・園だよりの配布時期は。  

→園・クラスだより、給食や保健のおた

よりなどは、前月末（3 月号であれば

2 月末）に配布しています。 

24 年 4 月号のおたよりは、説明会で配
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布させていただきました。 

・知らないうちに子どもがプールに入らな

いよう、鍵の管理は厳重にしてほしい。  

→使用しないときにプール室に入らない

よう、必ず鍵をかけるよう徹底します。 

・玄関の暗証番号は祖父母などに教えても

よいのでしょうか。 

→日ごろ送迎されているのであれば教え

てもらってもかまいませんが、たまに

しか送迎されない親族などには教えな

いようお願いします。事務室から電子

錠の解除ができますので、インターホ

ンの応対でお願いします。 

・2 階の室内遊具の扉が軽いので、勢いよ

く開閉した時に、子どもに当たったり指

をはさんだりしないか心配。  

→説明会で実際に子どもが遊んでいる状

況を見て、改善すべき点をいくつか確

認しました。改良するよう、業者に伝

えています。 

・園庭のリング雲梯の使用は年齢で制限す

るのですか。 

→年齢で区切ることは実際には難しいで

す。保育士が見守りながら、遊びたい

子どもは遊ばせるようにしたいと考え

ています。 

・男性職員も配属されるが、トイレは別に

できませんか。大人用の便器が小さいの

で、衛生面で心配です。 

→衛生面については配慮します。男性職

員は、余裕がある障害者対応トイレを

使用するなどして対応したいと思いま

す。 

 

その他、気になることがあれば、新保育園

までお知らせください。〔☎0721-24-4190〕 

朝夕以外は、園長予定の井上先生が常駐

されています。  

これからの予定  

保育園で使う衣類やお昼寝用の布団（新

3～5 歳児のみ）など、必要物品の受け入れ

を、3 月 31 日（土）午後 7 時まで、4 月 1

日（日）、午後 5 時まで行います。  

入園式は 4 月 1 日（日）、午前 10 時から

開催されます。全園児対象です  

なお、駐車場に限りがありますので、保

育園の近くにお住いの家庭は、できるだけ

徒歩、自転車などでお越しください。  

 4 月 2 日からは通常保育が始まります。  

 

ご意見・ご要望をお寄せください 

市立みどり保育園は開園から 44 年（前

身の新堂保育園時代から通算すると 58年）

の幕をまもなく下ろし、もうすぐ新保育園

の開園を迎えます。民間運営となっても「み

どり」の名は引き継がれ、皆さんに愛され

る保育園として存続します。  

市立保育所民営化基本方針の策定以降、

みどり保育園の保護者のみなさまには、い

ろいろなご苦労やご心配をおかけしました。

この間のご尽力に厚く感謝いたします。  

4 月以降も民営化プロジェクトチームは

保育課に設置されますので、保育所民営化

に関するご意見やご質問は、引き続き下記

までお寄せください。  

今後もよろしくお願いいたします。  

 

保育課民営化プロジェクトチーム 

TEL 0721-25-1000（内線 298） 

FAX 0721-24-8976 

 


